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「千代田区地球温暖化対策条例」施行
区民や事業者と手を携えて、地球温暖化防止に取り組みます

1月1日から「千代田区地球温暖化対策条例」を施行しま

した。

この条例は、昨年１２月に区議会臨時会で可決され、千代

田区の地球温暖化対策の基本的な考え方、区・区民・事業

者の責務、対策の総合的な推進について定めています。

なお、第３章（第２０条を除く）の推進制度に関する事項は、

今後、関係する区民・事業者や区議会と協議しながら検討

し、別に規則で定める日から施行します。

問合せ 環境推進課環境調査係　　　　 1５２１１－４２５３

◇深刻な温暖化現象

主に都市で発生する二酸化炭素が主原因とい

われる地球温暖化は、砂漠化の進行や海面上昇

などのほか、食料不足や生態系の破壊など深刻

な状況をもたらしています。

◇都心区千代田の現状

日本を代表する大企業や官公庁などが集まる

千代田区では、今後も活発な事業活動や都市の

整備が見込まれ、対策を実施しなければ、エネ

ルギー消費の増加に伴う二酸化炭素の排出が増

え続け、いずれは区にも温暖化のさまざまな影

響が及びます。

◇ストップ温暖化

温暖化対策は、すぐにでも実行に移さなけれ

ばならない時期にあり、一人ひとりの取組みが大

きな成果を生みます。

区は、経済と環境とが調和した二酸化炭素の

排出が少ない社会を目指し、低炭素型社会の都

心モデルとして、広く発信していきます。

区内中学生による前文

区立九段中等教育学校の生徒４人が、地球温暖化対策条例の

前文を作成し、昨年９月に区長へ手渡しました。

地球温暖化は、次世代の、さらには将来の子どもたちにも深い

かかわりのある問題です。今の大人たちには良好な地球環境を

保持し、子どもたちに譲り渡す責任があります。そうした思いから、

環境負荷の少ない社会の実現を子どもたちに継承していくため、

中学生に温暖化対策条例の前文の作成をお願いしました。

▲立ち枯れた丹沢山系のブナ

古紙配合率100％
白色度70％の再生紙を使用しています
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第１条 目 的

第1章　はじめに

この条例は、地球温暖化の防止に関し、次のことを定め、千代田区
（以下「区」といいます。）にかかわるすべての人々が将来にわたり、よ
り健康で快適な生活をおくれるようにするとともに、地球全体の環境保
全に貢献することを目的とします。
（１）地球温暖化対策の基本となる考え方
（２）区や区民、事業者の責務
（３）地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進

この条例で用いられることばの意味は、以下のとおりです。
（１）地球温暖化　

人々の活動に伴い発生
する二酸化炭素などが増
加することによって、地
球全体の地表と大気の温
度を上昇させる現象をい
います。

（２）地球温暖化対策
人々の活動に伴い発生す
る二酸化炭素の量を減らす
など、地球温暖化の防止に
役立つ方法をいいます。

（３）区民
区内に住んでいる
人や、区内の企業や
学校などで働き学ぶ
人、買い物などで一
時的に区を訪れる人
をいいます。

（４）事業者
企業、官公庁（区

を除きます。）その他の
団体や個人事業主を
いいます。

（５）京都議定書目標達成計画
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書（平成17年条約第

１号）に基づき、政府が定めた計画をいいます。

第２条 ことばの意味

（６）地球温暖化配慮行動
省エネルギーや省資源の取組みなど、地球温暖化の防止に役立つ行

動をいいます。

（７）環境マネジメントシステム
「計画、実行、評価、見直し」の繰返しにより、環境により良い行動
を継続的に行う仕組みをいいます。

（８）千代田エコシステム
区にかかわるすべての人々が取り組みやすい環境マネジメントシス

テムをいいます。

（９）再生可能エネルギー
太陽光や風力など、二酸化炭素の発生が少なく、繰り返し活用でき

るエネルギーをいいます。

（１０）未利用エネルギー
下水の熱や地中熱など、あまり利用されていないエネルギーをいいます。

（１１）公有施設
区をはじめとする官公庁など、公的機関が保有する施設をいいます。

（１２）低炭素型社会
人々の活動に伴い発
生する二酸化炭素の量
が少なく、地球全体の
環境保全に貢献する社
会をいいます。

（１３） エネルギー事業者
電気やガスなどのエネルギーを供給する事業者をいいます。

区は、次の考え方に基づいて地
球温暖化対策（以下「温暖化対策」
といいます。）に取り組みます。
（１） 区民が健康で快適に暮らすた
めのより良い環境を保ち、こど
もたちやさらに未来の人々へ引
き継ぎます。

第３条 基本となる考え方

▲区庁舎に設置されている太陽光パネル
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（２） サービスの提供や都市の再
整備などの事業活動と、より良
い環境とがともに成り立つ社
会をめざします。

（３） 区や区民、事業者は、互いに知恵と力を出しあって、広く日常生活
や事業活動のすべてにおいて温暖化対策に取り組みます。

区は、次に定める目標を達成する社会をめざし、区民や事業者と協力
しあって、温暖化対策に取り組みます。
（１）短期目標

2012年までに、京都議定書目標達成
計画に定められた業務部門や家庭部門
の水準を達成します。

（２）中期目標
2020年までに、区内の二酸化炭素排

出量を1990年比で25％削減します。

区の責任として行わなければならないことは、次のとおりです。
（１）温暖化対策に役立てるための計画や
指針などを作成し、推進すること。

（２）区民や事業者に対し、区が実施する
温暖化対策への参加協力を促すこと。

（３）区の事務や事業に関し、率先して温
暖化対策に努めること。

区民の責任として行わなければならないことは、次のとおりです。
（１） 日常生活や区内でのいろいろな
活動において、温暖化対策に努め
ること。

（２） 区が実施する温暖化対策に協力
すること。

（３） 他の区民、事業者が実施する温暖
化対策に協力するよう努めること。

事業者の責任として行わなければならないことは、次のとおりです。
（１）事業活動を行うとき、温暖化対策に努めること。

（２）事業活動に関して、区が実施する温暖化対策に協力すること。
（３）事業活動に関して、区民や他の事業者が実施する温暖化対策に協力
するよう努めること。

区長は、区内の二酸化炭素排出量を定期的に公表します。
２ 区長は、具体的な温暖化対策の取組みや成果をその都度明らかにしま
す。

区長は、区全体の温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地
球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号。以下「温暖化
対策推進法」といいます。）に基づく地域推進計画を定めます。

２　地域推進計画は、次の事項を定めます。
（１）温暖化対策に関する計画期間や目標
（２）温暖化対策に関する具体的な方法
（３）その他、温暖化対策の推進に役立つ事項

３　区長は、地域推進計画を定めるときや変更するときは、区民や事業者
の意見を反映するよう努めます。

４　区長は、地域推進計画を定めたときや変更したときは、速やかに公表
します。

区長は、区の事務や事業に関し、自ら率先して温暖化対策に取り組む
ため、温暖化対策推進法に基づく実行計画を定めます。

区は、温暖化対策を推進するため、広域的な取組みについては、国や
東京都、他の地方公共団体と連携するよう努めます。

２　区は、近隣の地方公共団体と連
携して、温暖化対策を推進するよ
う努めます。

区は、区民や事業者の地球温暖化配慮行動（以下「配慮行動」といい
ます。）を促すため、環境にかかわる教育を推進します。

２　区民や事業者は、環境にかかわる教育を行うとともに、学習に努め、
配慮行動を実施するものとします。

事業者は、千代田エコシステムなど環境マネジメントシステムの導入
に努めるものとします。

２　区は、区民や事業者へ千代田エコシステムの普及を促します。

３　区民は、千代田エコシステムへの参加に努めるものとします。

第４条 対策目標

第５条 区の責務

第６条 区民の責務

第７条 事業者の責務

第８条 公表

第９条 地域推進計画

第１０条 区の実行計画

第１１条 国や東京都などとの連携

第2章　地球温暖化対策の取組み

新宿区

港区

国 東京都

中央区

みんな、
よろしく!!

千代田区

第１２条 環境にかかわる教育や学習

第１３条 環境マネジメントシステム
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第１４条 建物に関するエネルギー対策

区は、建物から排出される二酸化炭素の削減を図るため、次のエネル
ギー対策（以下「建物のエネルギー対策」といいます。）に取り組みま
す。
（１）建物の省エネルギー化
（２）再生可能エネルギーの導入
（３）未利用エネルギーの有効活用

２　公有施設を新築、増改築する者は、建物のエネルギー対策を導入する
ものとします。

３　公有施設を維持管理する者は、建物のエネルギー対策に努めるものと
します。

区民や事業者は、日常生活や事業活動において、エネルギーを無駄な
く適切に使用するものとします。

２　区民や事業者は、省エネルギー効率に最も優れた電気機器やガス機器
など（以下「機器」といいます。）の使用に努めるものとします。

３　区は、区民や事業者が機器を買い替えるとき、省エネルギー効率に最
も優れた機器の導入を支援します。

区は、区民や事業者が他の区民や事業者の行う温暖化対策について
支援することを促進します。

区は、区民や事業者の配慮行動を促進するための指針（以下「配慮行
動指針」といいます。）を作成し、公表します。

２　規則で定める一定規模以上の事業者（以下「特定事業者」といいます。）
は、配慮行動指針に基づいて、積極的に従業員への環境教育などに取り
組み、区長に対して定期的に計画書や報告書を提出するものとします。

３　特定事業者以外の事業者と区民は、配慮行動指針に基づいて、配慮行
動に取り組み、区長に対して計画書や報告書を提出することができます。

４　区長は、大幅に二酸化炭素を減らすなど、模範となる配慮行動を行っ
た区民や事業者を表彰し、公表します。

区は、低炭素型社会の形成に関する指針を作成し、公表します。

２　区は、区内全域で、次のエネルギー対策に取り組みます。
（１） 区長は、規則で定める一定規模以上の建物の新築や増改築を行う者
に対し、低炭素型社会の形成に関する指針に基づいて、建物のエネルギ
ー対策を求めます。

（２）建物のエネルギー対策を求められた者は、区長に計画書を提出し、建
物のエネルギー対策の内容について協議を行うものとします。

３　区は、さまざまなまちづくりの取組みと連動して、次の温暖化対策に
取り組みます。
（１） 区長は、低炭素型社会の形成
に関する指針に基づいて、地域
の関係者と協議のうえ、より高
い効果をあげるため集中的な温
暖化対策を行う地域を温暖化対
策促進地域として指定します。

区は、区民や事業者が行う温暖化対策について、基金の活用などによ
り経済的支援を行います。

２　区は、区民や事業者が他の区民や
事業者の行う温暖化対策を支援でき
る仕組みを設けます。

３　区長は、温暖化対策推進のための
資金の一部として、区民や事業者か
らの寄附のほか規則で定める一定の
建築行為等を行う者に対して、適切
な負担を求めることができるものと
します。

区長は、区内の二酸化炭素排出量を把握するため、エネルギー事業者
に区内の総エネルギー使用実績の提出を依頼します。

２　エネルギー事業者は、区長の依頼に応じて協力するものとします。

区長は、温暖化対策に関するさまざまな取組みを計画的に推進するた
め、必要な体制を整備します。

２　区長は、温暖化対策の推進や取組みの評価などに関する意見を聴くた
め、有識者や区民などから構成される組織を設置します。

３　区長は、温暖化対策を適切に推進するため、区民や事業者と連携した
組織を設け、温暖化対策に関する情報提供や技術支援を行います。

この条例の施行について必要な事項は、区長が別に規則で定めます。

１　この条例は、平成２０年1月1日から施行します。ただし、第１７条から第１９
条までの規定と第２１条の規定については、規則で定める日から施行しま
す。

２　この条例は、温暖化対策をめぐる技術の進歩や国内外の情勢の変化に
合わせて、その都度見直すものとします。

第２０条 エネルギー事業者への協力依頼

第２１条 推進体制

第１５条 エネルギーの適切な使用

第１６条 相互支援の促進

第１７条 配慮行動の促進

第１８条 低炭素型社会の形成

第3章　推進制度

第２２条 その他必要な事項

第4章　その他

施行期日

附　則

条例の見直し

第１９条 経済的支援

この条例は平成２０年1月1日に施行しました。
今後、身近な取組みを広報で紹介していきます。

（２） 区長は、温暖化対策促進地域の関係者と協議を行い、低炭素型社会を
めざした取組みを進めます。


